
a)有害性と愁訴との紐づけ
参考：特別規則物質の有害性とその症状

ⅳ）検査項目の設定②（検査項目の選定）

14



GHS有害性分類に対応する愁訴の例示

愁訴の例

皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤

眼の痛み、流涙、結膜充血、

皮膚炎、皮膚掻痒感（かゆみ）、皮膚発赤、湿疹、じんま疹

せき、息切れ、胸痛、呼吸困難、喘息様発作、胸部不安感、

全身倦怠感、体重減少

気道・肺障害 せき、たん、息切れ、鼻水、鼻閉、鼻・喉の痛み

中枢神経障害 頭痛、頭重、めまい、眠気、嘔吐、全身倦怠感

末梢神経障害 四肢の知覚異常、四肢の運動障害

血液系障害 顔面蒼白、心悸亢進（動悸）、めまい、ふらつき、チアノーゼ

肝障害 全身倦怠感、易疲労感、黄疸

腎障害 血尿、多尿、乏尿、むくみ、

消化器系障害 腹痛、下痢、嘔吐、食欲不振

循環器系障害 胸痛、呼吸困難、心悸亢進（動悸）

口腔粘膜・歯の障害 口腔内の痛み、歯痛、歯牙の変化

泌尿器系障害 血尿、頻尿、排尿痛、下腹部痛、残尿感

特定標的臓器毒性

有害性分類

皮膚腐食性/刺激性

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

皮膚感作性

呼吸器感作性

発がん性

ⅳ）検査項目の設定②（検査項目の選定）

15



a）特別規則物質の標的影響と健康診断項目

b）GHS政府分類結果における有害性情報に基づく
標的健康影響と健康診断項目（例示）：作成中

ウ）標的健康影響のうち早期健康影響に係る臨床検査

ⅳ）検査項目の設定②（検査項目の選定）
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a）特別規則物質の標的影響と健康診断項目の例
（自覚症状・他覚所見の検査を除く）

標的臓器 標的健康影響
検査項目

特別規則該当物質の例
基本項目 推奨項目

肝障害 急性肝炎・肝細胞障害 AST/ALT/γ-GT その他の肝機能検査

胆管系障害 AST/ALT/γ-GT/ALP/血清総
ビリルビン

1,2-ジクロロプロパン

肝脾腫 γ-GT、ZTT、ICG、LDH、シンチグラム PCB

腎障害 尿細管障害 尿中β2-マイクログロブリン 尿中α1-マイクログロブリン、尿中NAG カドミウム

血液系障
害

赤血球産生障害 赤血球系の検査（赤血球数／
血色素量）

網状赤血球、ヘマトクリット、
血清間接ビリルビン

o-トルイジン,o-フタロジニトリル

溶血性貧血 ナフタレン

メトヘモグロビン血症 血中メトヘモグロビン o-トルイジン

出血傾向 出血時間 弗化水素

呼吸器系
障害

間質性・気腫性変化 血清KL-6 血清SP-D、
胸部エックス線、特殊なエックス線撮影
の検査（CT等)、呼吸機能検査

インジウムすず化合物、
リフラクトリーセラミックファイバー、
コバルト

呼吸機能検査 五酸化バナジウム等

循環器障
害

血圧低下、心臓への影響 血圧値 心電図検査 三酸化二アンチモン、コバルト、
ニトログリコール

中枢・末梢
神経障害

中枢神経障害 知覚異常、ロンベルグ兆候、拮抗運動
反復不能症等の神経学的検査

アルキル水銀、水銀

末梢神経障害 運動障害、不随意運動、握力 神経学的検査（視野、聴力、色覚、
脳波）、筋電図検査

スチレン

コリンエステラーゼ阻害 縮瞳、線維束攣縮、血清コリン
エステラーゼ活性

赤血球コリンエステラーゼ活性
血漿コリンエステラーゼ活性

DDVP
アクリロニトリル

内分泌系
異常

糖質代謝異常、脂質代
謝異常等

尿糖 脂質検査、血中酸性フォスファターゼ、 弗化水素

ⅳ）検査項目の設定②（検査項目の選定）
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標的臓器 標的健康影響
検査項目

特別規則該当物質の例
基本項目 推奨項目

発がん 腎臓がん 尿潜血検査・沈査、尿路造影検
査、腹部超音波検査

トリクロロエチレン

膀胱がん・
泌尿器系がん

尿潜血検査・沈査、尿細胞診 膀胱鏡検査
尿路造影検査
腹部超音波検査

o-トルイジン、MOCA、

呼吸器系がん 胸部エックス線撮影検査 特殊なエックス線撮影の検査（CT)、喀
痰細胞診、気管支鏡検査

ニッケル、
エチレンイミン

鼻腔がん 上気道の病理学的検査
耳鼻科学的検査（視診）

酸化プロピレン

悪性リンパ腫 白血球数および分画 リンパ節の病理学的検査、MRI ベンゾトリクロリド

白血病・再生不良性
貧血

赤血球系・白血球系の検査 骨髄性細胞の算定 エチレンイミン

皮膚がん 皮膚の病理学的検査 ベンゾトリクロリド、砒素
ニッケル、βプロピオラクトン

肝血管肉腫 AST/ALT/γ-GT シンチグラム PCB

肝胆管系がん AST/ALT/γ-GT 腹部の画像検査
CA19-9等の腫瘍マーカー

四塩化炭素、1,2-ジクロロエチ
レン、1,2-ジクロロプロパン、ジ
クロロメタン、トリクロロエチレン

皮膚感作
性

皮膚炎（感作性） 皮膚貼付試験（パッチテスト）、血液免
疫学的検査、アレルギー反応の検査

ベリリウム、コバルト、ニッケル、
トリレンジイソシアネート

呼吸器感
作性

アレルギー性喘息 呼吸機能検査 トリレンジイソシアネート

a）特別規則物質の標的影響と健康診断項目の例
（自覚症状・他覚所見の検査を除く）

ⅳ）検査項目の設定②（検査項目の選定）

18



【参考】検査項目設定上の留意点
■健康障害を早期に発見するための項目

健康診断項目を採用するか否か判断する場合、事業者に一定の費用負担を負わせること等に鑑み、以下の条件を満た
すものとした。

ⅰ）医学的に確立した検査法である。

ⅱ）目的とする障害を検出する敏感度（Sensitivity）及び特異度（Specificity）が妥当なレベルにある。

ⅲ）受診者に大きな負担をかけない。

ⅳ）全国どこでも検査が行える。

ⅴ）予想される健康障害予防の成果に比較して、手間や費用が大き過ぎない。

これらの条件のすべては満たさないが、健康障害の早期発見に有効と考えられる項目は医師が必要と認める場合に実施す
る項目として採用することを検討するものとした。

■生物学的モニタリング
生物学的モニタリングは、作業者個人のばく露レベルの指標として高い精度を持っているので、以下の条件①、②、③を満
たすものについては健康診断項目として採用する。ただし、「必ず実施する健康診断項目」として採用するには①～⑤のす
べての条件を満たすものとする。

①作業に起因する生体内への取込み量に定量的に対応する測定値が得られる。

②分析試料の採取、運搬などに特別の問題がない。

③生物学的モニタリングを追加することにより、健康障害予防の精度を高めることができる。

④健康リスクの有無、又は程度を判断できる基準値がある。

⑤予想される健康障害予防の成果に比較して、手間や費用が大き過ぎない。

令和2年度 化学物質の健康診断に関する専門委員会報告書 より 19
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【参考1】健康有害性情報と健診の種類と頻度のめやす

GHSの健康有害性分類項目

第4項健診 第3項健診

大量漏洩
急性影響
評価

慢性・遅発性
影響評価

頻度の目安
（第3項健診
として）

①急性毒性 ②③④⑧に準ずる

②皮膚腐食性/刺激性 〇 〇 × 6月以内に1回

③眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 〇 〇 × 6月以内に1回

④呼吸器感作性または皮膚感作性 〇 〇 × 6月以内に1回

⑤生殖細胞変異原性

⑥発がん性 × × 〇 1年以内に1回

⑦生殖毒性 △ △ 〇

⑧特定標的臓器毒性（単回ばく露） 〇 〇 △ 6月以内に1回

⑨特定標的臓器毒性（反復ばく露） △ △ 〇 3年以内に1回

⑩誤えん有害性

〇：実施が望ましい △：必要に応じて実施 ×：実施不要
20



GHSの有害性分類項目 区分 有害性の概要 検査の目的 検査方法 優先度

①急性毒性 ②③④⑧に準ずる

②皮膚腐食性/刺激性
区分1 腐食性

皮膚炎等の評価 問診・診察 実施が望ましい
区分2 刺激性

③眼に対する重篤な損傷
性/眼刺激性

区分1 重篤な損傷性 粘膜異常所見の
評価

問診・診察 実施が望ましい
区分2A/B 刺激性

④呼吸器感作性または皮
膚感作性

区分
1A/B/C

感作性
感作による所見
の評価

問診・診察 実施が望ましい

臨床検査 必要と認めた場合

⑤生殖細胞変異原性

⑥発がん性

区分1A ヒトの発がんがある
当該発がんのスク
リーニング項目

問診・診察
臨床検査

実施が望ましい
区分1B ヒトの発がんがおそらくある

区分2 ヒトに対する発がん性が疑われる*1 必要と認めた場合

⑦生殖毒性

⑧特定標的臓器毒性
（単回ばく露）

区分1
ヒトに対して重大な毒性をもつ、又は動物実験
の証拠に基づき単回ばく露によってヒトに対して
重大な毒性を示す可能性があるとみなせる 各影響に応じたス

クリーニング項目
問診・診察
臨床検査

実施が望ましい

区分2
動物実験の証拠に基づき単回ばく露によってヒ
トの健康に有害である可能性があるとみなせる 必要と認めた場合

区分3 一時的な特定臓器への影響

⑨特定標的臓器毒性
（反復ばく露）

区分1
ヒトに対して重大な毒性をもつ、又は動物実験
の証拠に基づき反復ばく露によってヒトに対して
重大な毒性をもつ可能性があるとみなせる 各影響に応じたス

クリーニング項目
問診・診察
臨床検査

実施が望ましい

区分2
動物実験の証拠に基づき反復ばく露によってヒ
トの健康に有害である可能性があるとみなせる

必要と認めた場合

⑩誤えん有害性

*1:動物試験においてデータは発がん作用を示しているが、断定的な評価を下すには限定的である場合

【参考2】検査項目の設定 有害性と検査方法の例（案）
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【参考3-1】リスクアセスメント対象物健康診断の要否の判断（厚労省提供）

22



数理モデル等

リスクアセスメント

リスクアセスメント対象物健康診断

第4項健康診断

リスクアセスメ
ント対象物
健康診断は
実施せず

*1:「濃度基準値が設定されていない場合」で「職業性ばく露限界値」がある場合は準用
*2:最大ばく露労働者（ばく露の程度が最も高いと想定される均等ばく露作業における、最も高いばく露を受ける労働者）に実施（当該作業ごとに実施することが望ましい）
*3:「工学的措置又は保護具を適正に使用（吸入濃度は基準値以下）」
*4:「呼吸域の濃度が短時間ばく露での技術指針の基準に関する努力義務の濃度基準（または職業性ばく露限界値）を満たしている」
*5:「工学的措置又は保護具によるばく露低減措置は不要」と判断される場合
*6:「工学的措置又は保護具を適正に使用（吸入濃度は基準値以下等）」 ※本チャートは概要であり、詳細はガイドライン等を参照のこと

濃度基準値
設定物質*1

実測

確認測定*2

リスクアセスメント対象物を常時取扱う

>濃度基準値

第3項健康診断

はい
いいえ

推奨条件*6

<=八時間濃度
基準値×1/2

推定ばく露濃度の評価

除外条件*3

23

リスクが許容（受
容）できる*5

リスクが許容
（受容）できない

関係労働者の意見

はい
いいえ

除外条件*4

はいいいえ

いいえ

はい

はい
いいえ

2024/3/5ver.

はい

いいえ

【参考3-2】リスクアセスメント対象物健康診断の対象者選定フローチャート（概要）




	【ページ番号あり】健康診断項目設定の手順案確定送付用.pdf
	スライド 1:   リスクアセスメント対象物健康診断 項目設定の手順
	スライド 2: 健診項目設定の手順
	スライド 3
	スライド 4: ①化学品のSDS
	スライド 5
	スライド 6: 参考①モデルSDS
	スライド 7
	スライド 8: 【参考】その他の情報源の例
	スライド 9: ⅱ）標的臓器および標的健康影響の把握
	スライド 10: 有害作業の健康診断項目の基本構成
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13: a)有害性と愁訴との紐づけ （参考：特別規則物質の有害性とその症状）
	スライド 14: a)有害性と愁訴との紐づけ 　参考：特別規則物質の有害性とその症状
	スライド 15: GHS有害性分類に対応する愁訴の例示
	スライド 16
	スライド 17: a）特別規則物質の標的影響と健康診断項目の例 （自覚症状・他覚所見の検査を除く）
	スライド 18: a）特別規則物質の標的影響と健康診断項目の例 （自覚症状・他覚所見の検査を除く）
	スライド 19: 【参考】検査項目設定上の留意点
	スライド 20: 【参考1】健康有害性情報と健診の種類と頻度のめやす
	スライド 21: 【参考2】検査項目の設定　有害性と検査方法の例（案）
	スライド 22
	スライド 23


